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要旨：富士山火山防災対策協議会の取組について説明します。 

富士山が噴火した際に必要となる避難計画・訓練・啓発に関することを山梨・静岡・神

奈川の 3 県と関係機関が共同で検討するため「富士山火山防災対策協議会」を平成 24 年 6

月 8日に設置しました。 

協議会における 3年間の事業には、計画、訓練、啓発の 3つがあります。 

 

まず、計画については、現在、広域避難計画(非積雪期)の本年度策定を目指して検討して

おり、策定後は、スムースな連携が図られるよう地域防災計画（火山災害対策）の構成等を

統一する見直しを図っていく予定です。また、25 年度以降も、訓練等による検証を通して

修正を加えていきます。そのほか、富士山火山の活動が活発になった場合に設置される非常

現地災害対策本部の設置場所等についても検討しています。 

訓練については、平成 23 年 11 月の 3 県知事サミットの場で合意された共同訓練を本協

議会の構成機関により平成 26 年度中に実施する予定です。 

啓発については、関係職員等のスキルアップが重要であることから、火山専門家や気象

庁等に協力を頂き、富士山に関するテキストの作成など専門研修の準備を行い、平成 25 年

度以降、年度当初に実施していく予定です。 

なお、これ以外の検討事項についても必要に応じて随時、又は平成 27 年度以降も新たな

課題等を事業計画に取り入れ検討し、火山防災対策を推進していくこととしています。 

富士山火山防災対策協議会の事業計画

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度以降２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度以降

・計画に関すること
(1)防災対策等の情報交換に関すること
(2)広域避難計画の策定に関すること
(3)避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する検
討及び関係市町村への助言

(4)三県及び関係市町村の地域防災計画の見直し
及び修正に関すること

(5)大規模災害時の非常現地災害対策本部の検討に関すること

計画

・計画に関すること
(1)防災対策等の情報交換に関すること
(2)広域避難計画の策定に関すること
(3)避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する検
討及び関係市町村への助言

(4)三県及び関係市町村の地域防災計画の見直し
及び修正に関すること

(5)大規模災害時の非常現地災害対策本部の検討に関すること

計画

訓練

・訓練に関すること
(6)防災訓練等の活動等に関すること

訓練

・訓練に関すること
(6)防災訓練等の活動等に関すること

(3)避難勧告・指示及び 警戒区域の設定に関する検討

(5)現地災害対策本部の検討

(4)地域防災計画の見直し及び修正

(2)広域避難計画 の策定

(1)関係機関との情報交換（随時実施）

(2)広域避難計画修正 (2)広域避難計画修正

(3)避難勧告・指示及び 警戒区域の設定に関する検討(3)避難勧告・指示及び 警戒区域の設定に関する検討

(5)現地災害対策本部の検討(5)現地災害対策本部の検討

(4)地域防災計画の見直し及び修正(4)地域防災計画の見直し及び修正

(2)広域避難計画 の策定

(1)関係機関との情報交換（随時実施）

(2)広域避難計画修正 (2)広域避難計画修正(2)広域避難計画 の策定

(1)関係機関との情報交換（随時実施）

(2)広域避難計画修正 (2)広域避難計画修正

合同防災訓練の実施（時期未定）

(6)訓練計画の修正

訓練の実施

(6)訓練計画の検討 (6)訓練計画の検討

訓練の実施 合同防災訓練の実施（時期未定）

(6)訓練計画の修正

合同防災訓練の実施（時期未定）

(6)訓練計画の修正

訓練の実施

(6)訓練計画の検討 (6)訓練計画の検討

訓練の実施訓練の実施

(6)訓練計画の検討 (6)訓練計画の検討

訓練の実施

(7)専門研修の準備

(8)啓発活動の継続的な実施

(7)研修の実施 (7)研修の実施 (7)研修の実施(7)専門研修の準備(7)専門研修の準備

(8)啓発活動の継続的な実施(8)啓発活動の継続的な実施

(7)研修の実施 (7)研修の実施 (7)研修の実施(7)研修の実施 (7)研修の実施 (7)研修の実施
啓発

・啓発に関すること
(7)火山災害に関する専門的な研修の実施に関すること
(8)防災意識の啓発活動に関すること

・その他
(9)必要と認められること

啓発

・啓発に関すること
(7)火山災害に関する専門的な研修の実施に関すること
(8)防災意識の啓発活動に関すること

・その他
(9)必要と認められること



富士山火山防災対策協議会
の取組紹介

富士山火山防災対策協議会(FKB58)
(24年度事務局 静岡県)

(危機管理部危機情報課 木下智章)

第１回火山防災協議会等連絡・連携会議 平成２４年１２月１９日

富士山火山防災対策協議会
の頭文字と５８の機関を表す。

みちはな

当県の道端主査が遊び心で
命名した。

私と富士山との係わり合いのきっかけは、

平成23年4月27日の１本の電話から始まった。

電話の相手は、熱く、富士山の火山防災対策の

必要性を私に語った。

私は、当面、津波対策をしなければならず、

１年待って欲しいと応えた。

ついに、約束の１年が迫ってきた。

環富士山火山防災連絡会からも協議会設置の

要望書が提出された。

約束を果たすべく、

富士山火山防災対策協議会を立ち上げた。

電話の相手は、・・・ そう、荒牧先生です。

種をまかないと、実はならない。
まく季節を外すと種は実をつけない。

火山防災対策協議会を
立ち上げる時は

今だ！



富士山の火山防災体制構築の流れ

富士山のハザードマップ刊行計画が
スタート

H13.7 富士山ハザードマップ作成協議会設置
(富士山火山防災協議会と改称)

H13.7 富士山ハザードマップ検討委員会
低周波地震が頻発

H12.10～H13.2
H13.  4～ 5

｢どこが｣危ない

○ハザード
マップ
作成

各市町村でハザー
ドマップを配布

H16.6.29

「どこへ」「どのように」避難する

○噴火時等の
具体的で実践
的な避難計画
策定の手引

分かりやすい
手引きの作成

H24.3

○防災基本
計画の
修正

火山防災協議会
の位置付け

H23.12.27

○噴火時等の避難
に係る火山防災
体制の指針

火山防災協議会における
噴火警戒レベルに応じた
避難計画の共同検討

H20.3.19

「いつ」「どこから」「だれが」避難する

○富士山火山
広域防災
対策検討会

広域防災対策の
具体的な提言

富士山の噴火の際
の避難行動のあり
方

H17.7

○富士山火山広域
防災対策基本方針

各機関の取組方針
火山活動度と防災
行動の結び付け

H18.2

○噴火警戒レベル
導入

H19.12.1

Ｈ２４．６．８

富士山火山防災対策協議会設置

・関係機関により平常時から共同検討

○具体的で実践的な避難計画の策定

避難時期 避難対象地域

避難場所 避難経路・手段

（いつ・どこから・だれが）
避難対象者

（どこへ・どのように）
避難する

広域避難計画策定等に向けた検討作業がスタート

富士山火山防災対策協議会開催 24.6.8

規約

組織

事業計画

荒牧先生からのメッセージ
富士山火山防災対策協議会の発足に際して、心からの賛意を申し上げます。
特に、広域にわたる災害を引き起こす大規模な火山災害に対する協議は、

全国でも最初であり、今後のわが国における同様の火山防災対策に関する
標準となると考えます。協議会の成功を心からお祈りいたします。



富士山火山防災対策協議会規約
（目 的）
第１条 富士山火山防災対策協議会（以下「協議会」という。）は、山梨県、静岡県、神奈川県（以下「三県」という。）の
地域防災計画に基づき、三県及び三県内の関係市町村（以下「関係市町村」という。）並びに関係機関の連携を確立し、
平常時から富士山の噴火時の総合的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより、富士山の火山災害に対する
防災体制の構築を推進するとともに、地域住民等の防災意識の向上に資することを目的として設置する。
（所掌事務）
第２条 協議会は前条の目的を達成するため、次の各号の事務を行う。
・計画に関すること
（１）防災対策等の情報交換に関すること
（２）広域避難計画の策定に関すること
（３）避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する検討及び関係市町村への助言
（４）三県及び関係市町村の地域防災計画の見直し及び修正に関すること
（５）大規模災害時の非常現地災害対策本部の検討に関すること
・訓練に関すること
（６）防災訓練等の活動等に関すること
・啓発に関すること
（７）火山災害に関する専門的な研修の実施に関すること
（８）防災意識の啓発活動に関すること
・その他
（９）必要と認められること
（協議会）
第３条 協議会は別表の１から４の協議会の項に該当する者で構成する。
２ 協議会には会長を１名及び副会長を２名置く。

３ 会長及び副会長は山梨県総務部防災危機管理監又は静岡県危機管理部危機管理監が交代で行う。また、神奈川
県安全防災局危機管理部長を副会長とする。

４ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
６ 会長及び副会長の任期は１年とする。

法的位置づけの明確化を

避難勧告・指示、警戒区域の設
定等に関する検討及び関係市町
村への助言のように範囲に関す
る助言という要素を明記

（富士山火山防災対策協議会・三県コアグループ）

第４条 協議会の行う所掌事務の内容検討のため、避難時期や避難対象地域の確定に深く関与する機関実務者等によ
る富士山火山防災対策協議会・三県コアグループ（以下「三県コア」という）を設置する。
２ 三県コアは別表の１から４の三県コアの項に該当する者で構成する。
３ 三県コアには幹事長及び副幹事長を置く。
４ 幹事長は会長の所属機関の構成員から、また、副幹事長は副会長の所属機関の構成員から、会長が指名する。
５ 幹事長は三県コアを代表し、会務を総理する。
６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。
（各県コアグループ）

第５条 三県コアの中に、避難時期や避難対象地域の確定に深く関与する機関実務者等による各県コアグループ（以下
「各県コア」という。）を設置する。
２ 各県コアは別表の１から４の各県コアの項に該当する者で構成する。
３ 各県コアには幹事長及び副幹事長を置く。
幹事長は各県における防災危機管理部門から、副幹事長は構成機関からそれぞれ選任する。
４ 幹事長は各県コアを代表し、会務を総理する。
副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。
５ 各県コアは、他県コアと合同で会議を開催できるものとする。
（各県コア合同幹事会）
第６条

１ 三県コアの中に、各県コアの幹事長、気象庁地震火山部火山課並びに各県コアの幹事長が指名した者による「各県コ
ア合同幹事会」（以下「合同幹事会」という。）を設置する。
２ 合同幹事会は、各県コア間の調整及び情報共有を目的として開催する。
（事務局）
第７条 協議会及び三県コアの事務処理のため、事務局を設ける。
２ 事務局は、会長の所属機関が行うものとする。
（会議）
第８条 協議会は会長が、三県コア及び各県コアはそれぞれの幹事長が招集し、その議事を進行する。
２ 合同幹事会は、各県コアの幹事長がそれぞれ召集できるものとし、招集した幹事長がその議事を進行する。

5者(都道府県・市町村・気象台・砂防部局・
火山専門家等)でコアグループを形成し、
機動的に打合せを行い協議会を主導する。



【別表】
富士山火山防災対策協議会 構成員
１ 識者

所 属
氏 名 協議会 三県コア 各県コア

山梨県環境科学研究所 所長 荒牧重雄 ○ ○ 山梨

政策研究大学院大学 特任教授 池谷 浩 ○ ○ 山梨

日本大学 教授 鵜川元雄 ○ ○ 静岡

静岡大学 教授 小山真人 ○ ○ 静岡

環境・防災研究所 所長 藤井敏嗣 ○ ○ 静岡

神奈川県温泉地学研究所 所長 吉田明夫 ○ ○ 神奈川

２ 各県関係機関

（１）山梨県関係機関
（２） 静岡県関係機関
（３） 神奈川県関係機関
３ 国関係機関
４ ライフライン関係機関

（オブザーバー等）

第９条 会長及び各幹事長は、必要と認めるときは、それぞれの組織の構成員以外の者の出席を要請し、意見を求める
ことができる。
（その他）
第１０条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
２ 前項の規定のほか、三県コア及び各県コアの運営に関し必要な事項は、それぞれの幹事長が別に定める。
附則
この規約は、平成２４年６月８日から施行する。

火山・砂防専門家の参画が必要

・

富士山火山防災対策協議会・三県コアグループ （担当者レベル）

富士山火山防災対策協議会の構成

噴火時等の避難等の火山防災対策を共同で検討する体制（防災基本計画）

避難時期や避難対象地域の確定に深く関与するメンバー（火山防災体制の指針）

富士山火山防災対策協議会 （部課長レベル）

24.06.08現在

静岡県警察本部警備部災害対策課

陸上自衛隊第１師団第34普通科連隊

中日本高速道路㈱東京支社

沼津河川国道事務所

静岡国道事務所

静岡県 道路保全課

静岡県 土木防災課

静岡県 熱海土木事務所

静岡県 沼津土木事務所

静岡県 富士土木事務所

陸上自衛隊東部方面混成師団第31普通科連隊

神奈川県 道路管理課

神奈川県警察本部警備部危機管理対策課

神奈川県 県西土木事務所

三島市

沼津市

富士宮市

富士市

御殿場市

裾野市

長泉町

小山町

富士吉田市

西桂町

忍野村

山中湖村

富士河口湖町

鳴沢村

身延町

山梨県コアグループ（担当者レベル） 静岡県コアグループ（担当者レベル） 神奈川県コアグループ（担当者レベル）

火山専門家（荒牧重雄氏、池谷浩氏、鵜川元雄氏、小山真人氏、藤井敏嗣氏、吉田明夫氏）

東京管区気象台

静岡地方気象台甲府地方気象台 横浜地方気象台

内 閣 府

富士砂防事務所

山梨県 砂防課 静岡県 砂防課 神奈川県 砂防海岸課

神奈川県内の市町村
に関しては、今後の検
討の進捗により参加を
検討

富士・東部地域県民センター

峡南地域県民センター 県西地域県政総合センター東部危機管理局

環境科学研究所

山梨県(事務局)
（防災危機管理課）

神奈川県
（災害対策課）

気象庁地震火山部火山課

各県コア合同幹事会（各県コア間の調整及び情報共有）

静岡県(事務局)
（危機政策課、危機情報課、危機対策課）

山梨県警察本部警備部警備第二課

陸上自衛隊第1師団第１特科隊

甲府河川国道事務所

山梨県 道路管理課

富士五湖消防本部

山梨県 富士・東部建設事務所吉田支所

中日本高速道路㈱八王子支社

富士急行㈱

共同検討

3層構造



富士山火山防災対策協議会の事業計画（案）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度以降

・計画に関すること
(1)防災対策等の情報交換に関すること
(2)広域避難計画の策定に関すること
(3)避難勧告・指示、警戒区域の設定等に関する検

討及び関係市町村への助言
(4)三県及び関係市町村の地域防災計画の見直し

及び修正に関すること
(5)大規模災害時の非常現地災害対策本部の検討に関すること

計画

訓練

・訓練に関すること
(6)防災訓練等の活動等に関すること

(3)避難勧告・指示及び 警戒区域の設定に関する検討

(5)現地災害対策本部の検討

(4)地域防災計画の見直し及び修正

(2)広域避難計画 の策定

(1)関係機関との情報交換（随時実施）

(2)広域避難計画修正 (2)広域避難計画修正

合同防災訓練の実施（時期未定）

(6)訓練計画の修正

訓練の実施

(6)訓練計画の検討 (6)訓練計画の検討

訓練の実施

(7)専門研修の準備

(8)啓発活動の継続的な実施

(7)研修の実施 (7)研修の実施 (7)研修の実施
啓発

・啓発に関すること
(7)火山災害に関する専門的な研修の実施に関すること
(8)防災意識の啓発活動に関すること

・その他
(9)必要と認められること 3ヶ年計画

継続的な運営を目指した
「事業計画」を！

ゴールイメージを描ける
想像力と創造力を
持つことが必要！

新
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生

富士山火山防災対策協議会 共同記者会見

平穏な時にこそ、防災担当者や
火山専門家らが顔を合わせ、
対策を練っておくことが重要！



顔の見える関係を
静岡、山梨、神奈川の３県と市町村、関係機関が連携し、富士山の噴火に備えた防

災対策を検討する富士山火山防災対策協議会が発足した。国の機関や火山の専門
家も交えて具体的な避難計画を策定し、噴火を想定した合同防災訓練を２０１４年度
にも実施する。<略>

火山防災においては、噴火の警戒レベルを、適切な時期に、適切な段階に引き上
げられるかが、住民避難の生命線となる。<略>

連動して自治体が避難行動開始の時期、避難対象地域などについて適切な判断を

下し、迅速な避難行動につなげなければ意味がない。情報を共有し、円滑な連携を
図るため、関係機関の担当者同士が顔の見える関係にあることが重要だ。行政組織
では担当者が数年ごとに異動する実情も踏まえれば、協議会が関係を強化する場と
して有効に機能することが肝要だろう。

桜島の連絡会は、<略>既存の桜島爆発噴火災害対策連絡会議の中核として設け

られ、連絡会議を主導する。定期的に担当者が集まり、万一の際のスムーズな連携
が可能となるような関係づくりに重きを置いている。<略>避難規模や火山の広がりを
考えると富士山の場合は<略>桜島よりも、さらに広域に「顔の見える」関係づくりをす
すめなければならないのは明らかだ。

協議会が広域避難計画の策定と防災訓練の実施に加え、「研修・啓発」を事業計画
に組入れている点を評価したい。関係各機関の担当者の、人事交流まで踏み込んで
考えるのも一案だろう。<略>

富士山火山防災

静岡新聞 社説 2012.6.14

精度の高い集計作業 緻密な仕上げ作業

熱い議論・共同検討
「顔のみえる関係」から「相手の行動が分かる関係」へ

森井さん

藤森さん

松田さん

加藤さん

大内さん

新井さん

田代さん

佐野さん

佐野さん

前田さん

本日参加

本日参加



池谷先生

小山先生 鵜川先生

24.10.29

第１回山梨県・静岡県コアグループ合同会議 ２４.１０.２９

藤井先生

火山専門家が特に必要とする情報は、
・噴火口の位置
・噴火の映像（動画、静止画）
・噴煙の高さ、太さ、上昇率
・降灰量（厚さ）ー多くの地点で
・溶岩噴泉の高さ～噴出率
・溶岩流下の速度

「顔の見える関係」
から

「相手の行動が
分かる関係」へ

荒牧先生

第1回山梨県・静岡県コアグループ合同会議 24.10.29

火山・砂防専門家も参画！

広域避難計画の検討

溶岩流可能性マップ：溶岩流が到達する可能性のある範囲について、
最も早く到達する時間で合成したもの。

大流域界：降水（雨水、融雪水など）が集まって流れる領域の大きな範囲。

大流域界

第１次ゾーン 第２次ゾーン 第３次ゾーン 第４次ゾーン

第３次ゾーン
ブロック

第４次ゾーン
Ａブロック

第２次ゾーン
ブロック

第１次ゾーン
ブロック

ライン

大流域界

新モデル

避難単位の設定



小山町

箱根町

山中湖村
山北町

御殿場市

自衛隊

裾野市

小山町

御殿場市役所

小山町役場

北富士演習場

東富士演習場

板妻駐屯地

富士学校

滝ヶ原駐屯地

米軍

キャンプ

富士

 新モデル準拠

山梨県

神奈川県

神奈川県

【紫破線】溶岩流7日目到達ライン

【橙破線】4次ｿﾞｰﾝ境界（溶岩流最終到達）

【橙実線】溶岩流24時間到達ライン

ライン１

13人

7,809人

13-2

12,338人

12-2

12,759人

12

2,927人

11

4,872人

11-2

16,308人

６

649人

５

4,221人

４

1

7,809人13

噴火警戒レ ベ ル4発表時：

避難範囲

１次ｿﾞｰﾝ

噴火警戒レベ ル4発表時：避難準備範囲

噴火警戒レベ ル5発表時：避難範囲

２次ｿﾞｰﾝ

噴火警戒レ ベ ル5発表時：避難準備範囲

噴火警戒レ ベ ル5拡大①発表時：避難範囲

３次ｿﾞｰﾝ

噴火警戒レ ベ ル5拡大①発表時：避難準備範囲

噴火警戒レ ベ ル5拡大②発表時：避難範囲

４次ｿﾞｰﾝA

噴火警戒レ ベ ル5拡大②発表時：避難準備範囲

噴火警戒レ ベ ル5拡大③発表時：避難範囲

４次ｿﾞｰﾝB

避難
順序

噴火警戒レベルと避難行動

一般住民の場合

避難

避難

⑤ 避難

避難

レベル５
拡大③

避難

避難準備

避難④

避難

レベル５
拡大②

避難

避難

－

避難準備

③

避難

避難

レベル５
拡大①

避難

－

－

②

避難

避難準備

レベル５

避難

－

－

－

① 避難

レベル４

避難準備

－

－

－

レベル３

(観光客等
は活動自
粛)

－

第1ゾーン

第2ゾーン

第3ゾーン

第4ゾーンA

第4ゾーンB

噴火警戒レベルに対応した避難行動

約７万人の避難

 

 

 

 

富士山火山広域避難計画 

（仮称） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年４月 

 

富士山火山防災対策協議会 

 

第１章 総論

第１節 総則
第２節 富士山の概況
第３節 噴火の想定
第４節 噴火警報の概要

第２章 体制整備

第１節 富士山火山防災対策協議会等の設置
第２節 災害対策本部の設置
第３節 現地合同対策本部等の設置
第４節 応急体制の確立
第５節 情報連絡体制の整備
第６節 観測監視体制の整備
第７節 研修・訓練
第８節 輸送手段や宿泊先の確保

第３章 避難計画の策定

第１節 避難計画の基本的事項
第２節 避難方法
第３節 避難時の対応
第４節 リアルタイムハザードマップの作成体制
第５節 避難情報の伝達手段・体制
第６節 避難所
第７節 登山・入山規制
第８節 避難の確認
第９節 残留者の救出
第10節 治安維持
第11節 動物対策
第12節 医療体制の整備

第４章 噴火後の対応

第１節
第２節

第５章 普及啓発等

第１節 平常時の備え
第２節 関係機関による普及啓発

第６章 資料編

第１節 関係資料

第２節 各種リスト
第３節 地図

具体的で実践的な避難計画を目指して
ただいま奮闘中

談 増田主査



• 現地災害対策本部

富士市役所

富士山現地対策本部候補地

Ａ 静岡県庁別館

富士宮市役所Ｂ 県富士総合庁舎

裾野市民文化センター

Ｃ 県東部総合庁舎

御殿場市役所

小山町生涯学習センター

設置位置
管理者

(静岡県側) 14箇所

①朝霧 富士砂防事務所

②天子ヶ岳 富士砂防事務所

③箱荒沢 富士砂防事務所

④富士砂防事務所 富士砂防事務所

⑤由比さった峠 富士砂防事務所

⑥富士市役所 富士砂防事務所

⑦勢子辻 富士砂防事務所

⑧片蓋山 富士砂防事務所

⑨太郎坊 富士砂防事務所

⑩富士宮 静岡県ＨＰ

⑪清水港 静岡県ＨＰ

⑫御殿場合同庁舎 静岡県ＨＰ

⑬御殿場市 御殿場市ＨＰ

⑭裾野市役所 裾野市ＨＰ

(山梨県側) 12箇所

①山中湖 山梨県

②河口湖 山梨県

③西湖（将来計画） 山梨県

④本栖湖（将来計画） 山梨県

⑤富士山ホール 富士吉田市ＨＰ

⑥河口湖 富士河口湖町ＨＰ

⑦精進湖 富士河口湖町ＨＰ

⑧富士ヶ嶺 富士河口湖町ＨＰ

⑨山中湖交流プラザきらら 山中湖村ＨＰ

⑩山中湖花の都公園 山中湖村ＨＰ

⑪鳴沢村役場 鳴沢村ＨＰ

⑫本栖湖 身延町ＨＰ

２４時間全点監視に向けて！

中部地整
富士砂防
気象庁
山梨県
静岡県

静岡側１４箇所

山梨側１2箇所

奮闘中！



平成２４年度 山梨県災害対策本部総合図上訓練 基本計画 ２５年１月２１日実施
１ 目 的
富士山火山噴火による広域的な大災害の発生に対して、県災害対策本部、県関係所属、富士山周辺市町村、防災関係機関が連携し、迅速かつ的確に災害応急対策を講じるためには、速やかな初動
対策が円滑に実施できるよう、災害対応の実態に即した図上訓練を継続して実施することが重要である。このため、富士山の噴火警戒レベル毎のおける災害対策本部の対応能力の向上、各対策本部
事務局組織の実効性や合同現地災害対策本部との連携及び広域避難計画の策定にかかる検証等を目的とし、関係機関と連携したロールプレイング方式の図上訓練を実施する。

２４年度 総合図上訓練 ２６年度 ３県合同防災訓練へ

実態に即した図上訓練の実施

山梨県

 

 

 
宝永噴火を描いた絵図 昼の情景（沼津市 土屋博氏所蔵） 

東海道の宿場町であった原（静岡県沼津市原）で代々書役（役場の記録係）を務めていた土屋氏宅に保管されている絵

図。富士山の南側から見た宝永噴火の情景が描かれている。絵は富士山の南東斜面の 5合目付近から恐ろしい形をした噴

煙が立ち上っている。噴煙の高さが富士山よりもわずかに高いだけなので、噴火開始間もなくと考えられる。右上の説明

書きには、「宝永 4 年 11 月 23 日の午の上刻（午前 11時ごろ）に地震があり、富士山が雷のようになって、この絵図のよ

うに焼け出た。12 月 8 日まで 16日にわたって焼けた」と書かれている。 

 

 

目次 

           

富士山火山防災対策協議会 

７．噴火警戒レベル 
８．広域避難計画 
９．火山砂防事業 
10．火山防災訓練 
11．恵みと観光、防災教育 
12．大規模災害時の法体系の概要
13．終わりに 

１．富士山の位置 
２．火山防災対策のあゆみ
３．火山活動 
４．噴火シナリオ 
５．ハザードマップ 
６．火山防災マップ 
 

防災担当者向けテキストの作成

ハザードマップ作成過程の紹介



• 啓発

噴火警戒レベル
外国語版の作成

道端主査作成

・具体的で実践的な避難計画の策定

・防災担当者の研修活動の推進

・合同会議による検討・助言体制の構築

・火山防災に関する啓発活動の展開

・協定締結による避難所の確保

・緊急避難先(高台・高層施設)の指定・周知

・避難先までの通行規制等の検討

・効率的な降灰除去作業・・・降灰範囲・量の把握

・降灰除去車両の確保と除去作業の検討

・火山灰の仮置き場や最終処分場の確保

・前兆現象を捉えられる観測態勢の構築 等

今後の課題



避難計画の共同検討体制
（噴火警戒レベル・避難計画）

火山防災協議会のコアグループ
都道府県(事務局)

避難対象地域の市町村 A

避難対象地域の市町村 B

安全な地域の市町村 C

都道府県 (砂防部局)

地方気象台

砂防等事務所 (国交省)

都道府県 (防災部局)

管区気象台

気象台

関係市町村

砂防部局

避難時期や避難対象地域の確定に深く関与するメンバー
（噴火時等の火山防災体制の指針）

助言

火山専門家
（火山噴火予知連絡会委員等）

噴火時等の避難等の火山防災対策を共同で検討する体制（防災基本計画）

市町村防災会議の協議会

火山専門家

助言

助言

助言

避難対象地域の助言を行う合同会議
（国・県・市町村・専門家による合同対策本部）

合同会議の主要メンバー
都道府県の災害対策本部

避難対象地域の市町村 A

避難対象地域の市町村 B

安全な地域の市町村 C

管区・地方気象台

砂防等事務所 (国交省)

都道府県 (防災・砂防部局)

各市町村の災害対策本部

コアグループと国(東京)から派遣される職員
（噴火時等の火山防災体制の指針）

助言

火山専門家
（火山噴火予知連絡会委員等）

都道府県・市町村の災害対策本部と
国の現地災害対策本部の

合同会議（指針）

火山専門家

助言

関係部局

助言

国の現地対策本部

関係部局

関係部局

関係部局

関係省庁

関係省庁

関係機関等

火山噴火予知連絡会（特定火山部会・総合観測班）
連携

火山関係府省庁 大学等研究機関

専門的な助言

関係部局

関係省庁

関係省庁

関係省庁

関係省庁

関係機関

関係機関

平常時の火山防災協議会 緊急時の火山防災協議会

災害対策
基本法

災害対策
基本法

災害対策
基本法

災害対策
基本法

災害対策
基本法

内閣府・関係省庁
国(本府省庁)から派遣される職員

噴火警戒レベル４以上など

終わりに・・・協議会を設置して

噴火時等における住民の避難は、市町村長が
発する避難指示等に従って実施されるが、避難
が必要な状況かどうかの判断は火山専門家でも
難しく、火山防災協議会の共同検討を受けて必要
な対応を行うことが、今、求められています。

火山噴火災害に対し、都道府県がリーダーシッ
プを発揮して、火山防災協議会を設置し、協議会
における共同検討を経て、噴火警戒レベル、噴火
シナリオ、火山ハザードマップ、避難計画等の体
制整備を推進することが必要であると協議会を設
置して、つくづく感じました。



富士山火山防災対策協議会は、
発足したばかりです。

多くの人と出会い、
共に検討し、

噴火被害の軽減を目指し
成長していきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました
きのした ますだ みちはな

御不明な点がありましたら 054-221-3366 木下・増田・道端まで


